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入会お申込・お問い合せは…
電話・Fax.
郵送・宅配　

03-3350-6440�
〒160-0015 東京都新宿区大京町5-15-203
NPO ねこだすけ

口座番号　00130 - 9 - 362975
加入者名　ねこだすけ

振替用紙通信覧に下記点線内の必要事項をご記入ください。

お申し込み年月日：　お名前：�　ご住所／郵便番号：�　お電話番号：
Fax番号：　会員種別：　年会費：　　　　円

電話はFax.併用です。スタッフシフトが不定期のため、ご相談日を除きお手数ですが、お名前・〒ご住所・お電話番号・なるべくFax.番号・
お問い合わせ内容を手短にご記入の上ファクシミリ送信か郵送をお願いいたします。折り返しのご連絡には時間のかかる場合もありますが悪
しからずご容赦ください。(※Eメールでのご相談受付シフトは整っていません。)

http://www.nekodasuke.net

ご支援、ご賛同をいただきますと…
小さな声を大きく強く! !　地域ねこネットワーク! !
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高校生以下
個　人
個　人
個　人
個　人

法人・団体・企業
年会費を除く随時

1,000円
3,000円
5,000円
7,000円

10,000円以上
5,000円以上

ジュニアパートナー

パートナー 3

パートナー 5

パートナー 7

サポーター

スポンサー

ご 寄 付

会員種別 摘　要年会費

ねこだすけニュースをお届けし、動物の擁護や福祉の普及啓発広
報事業などをお知らせします。

●アクション会員やサポーター会員、パトロン制度などの区別はありませ

ん。　特別の場合を除き活動への参加は任意で自由です。

　

ね
こ
だ
す
け
は
小
さ
な
い
の
ち
に
や
さ

し
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。
１
年

間
に
１
０
０
万
匹
も
の
ね
こ
が
不
幸
に
死

に
ま
す
。
少
し
の
手
助
け
で
不
幸
な
ね
こ

を
な
く
せ
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
、
ね
こ
や
動
物
に
今
で
き
る
こ
と
を

で
き
る
範
囲
で
行
い
、
次
の
世
代
に
つ
な

が
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
ね
こ
や
動
物

に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
に
ご
参

加
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ね
こ
の
保
護
や
救
済
、
通
院
な
ど
の
ご

相
談
に
お
応
え
し
、
人
と
動
物
と
の
適
切

な
関
係
づ
く
り
を
広
げ
ま
す
。
社
会
の
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
に
働
き
か
け
、
協
力
を
促

し
ま
す
。

　

ね
こ
を
快
く
思
わ
れ
な
い
方
と
も
、
ま

た
行
政
な
ど
と
も
一
緒
に
協
働
し
、
同
じ

目
的
の
地
域
ね
こ
対
策
を
進
め
ま
す
。

　

地
域
ね
こ
対
策
や
動
物
保
護
の
活
動
は
、

政
治
や
思
想
に
中
立
で
営
利
を
求
め
ま
せ

ん
。
超
党
派
の
議
員
、
大
勢
の
獣
医
師
か

ら
賛
同
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ね
こ
だ
す
け
は
、
ね
こ
や
動
物
を
思
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で

運
営
さ
れ
、
地
域
ね
こ
や
動
物

の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
進

め
ま
す
。
動
物
を
愛
お
し
む

様
々
な
立
場
の
皆
さ
ま
に
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

い
の
ち
に
や
さ
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
す
活
動
に
賛

同
し
て
い
た
だ
け
る
皆
さ
ま
、

ぜ
ひ
会
員
に
な
っ
て
支
え
て

く
だ
さ
い
。

●会員年度などが不明の際にはお問い合わせください。●金融機関
やATMをご利用の際にはご本人とお振込名の相違などで確認が困難
な場合もあります。お手数ですがFaxなどでのご連絡をお願いいたし
ます。●金融機関はみずほ銀行とさわやか信用金庫をご利用いただ
けます。●このニュースが不適切に届けられた際にはご容赦ください。

いのちにやさしいまちづくり
人と動物と、すてきな関係…

※ご寄付のある場合やご寄付のみの際にはご記入をお願いいたします。

※他の金融機関からお振り込みの場合は…

※寄付金：　　　　　円

郵便振替

銀行名

金融機関コード

店番

預金種目

店名

(カナ)

口座番号

カナ氏名(受取人名）

○一九店
ゼ ロイチキュウ店
0 3 6 2 9 7 5
ネコダ スケ

ゆうちょ銀行
9900
019
当座

活動 地域ねこ対策や、ねこの保護救済以外の活動内容

資
料
を
郵
送
し
ま
す
。

　

ご
住
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※地域ねこ活動が拡がっています。
　　　　　どうぞ対策費のご寄付をお願いいたします。

●動物愛護の普及や啓発
●動物の法規法令等の普及啓発と実行の推進
●全国の愛護動物行政に対する適切な執行のお願い
●不適切な行政措置や慣行による違法措置などの改廃
●緊急災害時、動物救済要綱などの制定推進

●不適切に飼養される動物の改善
●生物多様性に関する動物の保全
●不適切な動物愛護風潮の抑止
●動物擁護の普及
●動物福祉の推進

●動物愛護普及啓発イベントの開催
●動物ネットワークの推進
●学習会や相談会セミナー開催
●ねこの譲渡・飼い方相談
●チームや支部などの支援ほか

※NPO制度の構成員(例：会社などの社員に当たる)を正会員とい
い、A～Fはいづれも賛助会員です。種別は会費のご負担額をお
選びいただけることを目的にしており、次年度より変更できます。

●ご不要になった未使用の切手・書き損じハガキは郵パックや資料送付に転用します。未使用のテレフォンカード・収入印紙は換金も
　容易です。移転で保管場所が狭くなり、ケージや物資などの宅配出庫回数が更に増えました。配送費用にご支援をお願いいたします。

デスクワークボランティアスタッフさんを募っています。
　

ね
こ
や
動
物
の
擁
護
を

行
い
な
が
ら
、
皆
さ
ま
に

思
い
を
伝
え
る
裏
方
作
業

も
盛
り
沢
山
で
す
。

　

文
書
類
の
整
理
や
通
信

連
絡
、
ご
相
談
へ
の
応
対

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
分

担
が
毎
日
あ
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
会
話
の

中
に
、
動
物
愛
護
の
ヒ
ン

ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
経
験
し
ま
す
。
デ
ス
ク

ワ
ー
ク
を
担
い
な
が
ら
、

地
域
ね
こ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ

ー
も
一
人
立
ち
し
て
行
き

ま
す
。

　

特
別
の
知
識
や
経
験
は

い
り
ま
せ
ん
。
「
で
き
る

こ
と
を
、
で
き
る
範
囲
で
、

無
理
を
し
な
い
で
」
を
モ

ッ
ト
ー
に
、
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
「
デ
ス

ク
ワ
ー
ク
希
望
」
と
し
て

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

折
り
返
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
フ
ァ
ッ
ク
ス
印
字
の
欠
落
や

番
号
違
い
な
ど
で
、
折
り
返
し

の
ご
連
絡
が
と
れ
な
い
場
合
が

続
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
う

ぞ
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

とても狭くて窮屈な事務所です。

動物愛護管理法：基本指針について

りに応対されることも多くありました。
　基本指針は施策別の取組として10項目を掲げ、
各項目毎の「現状と課題」と、課題を解決する
ために「講ずべき施策」として具体的な方向を
示しています。
　動物による危害や迷惑問題の防止の項目の「講
ずべき施策」には、所有者のいないねこの適正
管理の在り方やその他のさまざまなことがらを
検討して、「ガイドラインを作る」こととされ
ています。

　人材育成の項目には、行政の担当者に対して
の「専門的な技術や知識の習得」が決められて
います。これからは、役所の電話応対窓口担当
職員の、それなりの個人的な考えではいけなく
なり、専門的な職員がガイドラインにそった行
政指導を行わなければいけません。

　基本指針を動物たちのために、人々が上手に
使いはじめるとき、市民から背中を押される役
所の担当官は、役所という組織の中で「専門的
な知識や技術」を身に付ける機会を得られ易く
なっています。

　平成17年6月に一部改正された動物の愛護及
び管理に関する法律に、それまでなかった「基
本指針」を定めることが決まりました。
　環境大臣は、「動物の愛護及び管理に関する
施策を総合的に推進するための基本的な指針を
定めなければならない」、というものです。
　そして、都道府県は基本指針に即して、当該
都道府県の区域における動物の愛護及び管理に
関する施策を推進するための、動物愛護管理推
進計画を定めなくてはならなくなっています。
　都道府県がこの計画を定めるか変えるときには、
「関係市町村の意見を聴かなくてはいけない」
ことも決められています。
　法律に基づく内容についての意見を聴かれる
市町村は、この法律の執行担当所管を決めない
と意見も言えないことになります。
　「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的
に推進するための基本的な指針」は平成18年10
月に作られ、原則として平成20年からの10年間
を計画期間にしています。
　今までは、地域ねこについて役所に問い合わ
せたとき、電話を受けたそれなりの職員から、
期待したお返事と大きく異なる、やはりそれな

　野良ねこ対策の仕組みを理解し、専門的な知識
や技術を持つ担当官を都道府県が配置していても、
地域ねこ対策は市区町村の住民や住民組織などが
主体となって行う地域社会の活動ですから、お役
所仕事の役割分担は市区町村です。
　狂犬病予防法が厚生省所管のため、医者などの

資格を持つ職員を置く都道府県の保健所が犬の管
轄でした。今後は保健所のない市区町村では、議
会にかけたり条例を制定しなくても、愛護動物執
行所管を決めて担当者を置くことができます。
　お役人は法の執行官です。「我が市町村」にも、
法規法令を執行する担当者が必要です。

動物のために人が使う動物の法令
・・・というタイトルのファクトシートを作ってから数年経ちました。
その内容をリライトしました。

・・・がしかし、あれから数年経った今、地域ねこの現場はどうなのでしょうか？

動物愛護管理推進計画は都道府県が作るものなので、

・・・今でもそのような方針を持つ行政管内に暮らす市民は不幸です。

我が市町村に、
地域ねこ対策「担当者」や
「執行所管」はいらない!!




